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和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務委託にかかる公募型プロポーザル実施要領

１ 目的

本要領は、和光市（以下「本市」という。）が和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務（以

下「本業務」という。）について、最も適した事業者を選定するためのプロポーザルを実施

するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

２ 概要

（１） 業務名 和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務

（２） 施設概要

① 名称 和光市駅南口自転車駐車場

② 所在地 埼玉県和光市本町３番３５号

③ 規模 延床面積 約 ３，６０４㎡

④ 構造 ＲＣ造、上屋Ｓ造（地下１階）

⑤ 駐車台数 ３，１１８台（定期使用と一時使用の合計）

⑥ 開場時間 午前４時５０分から翌日の午前１時１０分まで（年中無休）

（３） 業務内容 「和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務委託仕様書」に示すとおり

（４） 履行期間 令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで（３年間）

（５） 委託料上限額

１３０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） ※３年間合計

※ この金額は、契約時の予定価格を示すものではない。

３ 実施スケジュール

本プロポーザルは以下の表に提示するスケジュールで実施する。

項目 スケジュール

(1) 実施要領等の公表・配布開始 令和４年１０月１３日（木）

(2) 審査基準の公表 令和４年１０月１７日（月）

(3) 質問票の提出期限 令和４年１０月２４日（月）正午まで

(4) 質問に対する回答 令和４年１０月２６日（水）

(5) 参加申込の受付期間 令和４年１０月１３日（木）

～令和４年１１月４日（金）午後５時まで

(6) 一次審査（書類審査）結果通知 令和４年１１月２１日（月）

(7) 二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 令和４年１２月中旬

(8) 結果通知及び審査結果の公表 令和４年１２月下旬

(9) 契約締結 令和５年４月
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※参加団体が５者以下の場合は一次審査を省略する。

※参加団体が１者のみの場合も、審査を実施する。

※本プロポーザルの参加にかかる経費は、参加団体の負担とする。

※事務の都合により日程を変更する場合がある。

４ 参加資格

本契約に参加できる者は、次の要件すべてに該当する法人、その他の団体とする。

複数団体で参加する場合は、参加申し込み時に共同事業体（以下「グループ」という。）

を結成し、代表構成団体を定めること。なお、グループを結成した法人等（以下「構成団体」

という。）は、他のグループの構成団体となること、または単独で応募することはできない。

(１) 仕様書に定める業務について確実に遂行する能力を有する者であること。

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。

(３) 参加申込書提出期限時点において、自転車駐車場の管理運営実績が継続して５年以

上あること。グループにおいては、構成団体の内、一団体以上が条件を満たしているこ

と。

(４) 団体又はその代表者が国税及び地方税を滞納していないこと。

(５) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく民事再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと。その他経営状態が著しく不健全でないこと。

(６) 「和光市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２２年要綱第１７号）」第２

条第１項に基づき入札参加を停止されている者でないこと。

(７) 暴力団員による不当な行為の防止用に関する法律（平成３年法律７７号）第２条第２

号から第６号に該当する団体又は団体に属する者でないこと。

(８)「和光市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成８年要綱第７号）」

に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。

５ 実施要領等の公表・配布

本プロポーザルにかかる実施要領等の資料を以下のとおり公表・配布する。

(１) 公表・配布資料

l和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務委託にかかる公募型プロポーザル実施要領

l和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務委託にかかる公募型プロポーザル様式集

l和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務委託仕様書

l和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務委託にかかる公募型プロポーザル審査基準

※他の書類と公表日が異なる。

l【参考資料】事務の負担区分
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(２) 公表・配布方法

和光市公式ホームページ内にダウンロード可能な形式で掲載する。

（３） 公表・配布開始日

① 審査基準以外の資料 令和４年１０月１３日（木）

② 審 査 基 準 令和４年１０月１７日（月）

６ 現地確認

現地確認を希望する団体は、参加申込の受付期間内に事務局へ事前調整を図り、以下の注

意事項に沿って現地確認を行うこと。なお、参加申込の受付期間経過後は、現地確認の受付

は行わない。

l 現地確認に関する注意事項

① 質問は、本市担当職員にのみ行うこと。

② 確認の際は、利用者及び通行者の迷惑にならないよう配慮すること。また、管理

人の業務の妨げになることは慎むこと。

③ 現地確認の有無は選定結果に影響しない。ただし、参加団体が現地の確認を行わ

ず、もしくは確認が不十分だったことが原因となり生じた疑義や不利益等につい

て、本市は選定時のみならず契約に至った後もその責を一切負わない。

７ 参考資料の閲覧・電子データの交付

道路安全課窓口で、参考資料の閲覧をすることができる。また、一部の資料については、

電子データの交付を受けることができる。

（１） 窓口閲覧資料

和光市駅南口自転車駐車場建設工事竣工図

（２） 電子データ交付可能資料

① 案内図・設計概要

② 全体駅前広場平面図

③ 地下 1階平面図

④ ラック配置図

⑤ 防犯カメラ配置図

※ ①～③は和光市駅南口自転車駐車場建設工事竣工図収録資料。

（３） 電子データの交付方法

電子データの交付を希望する場合は、電話もしくは電子メールで道路安全課に来

庁日時を調整の上、書き込み可能な光学ディスク（ＣＤ・ＤＶＤ）１枚を持参して交

付を受けること。

なお、現地確認時に引き渡しを希望する場合は、事前調整の際に申し出ること。



4

（４） 参考資料取扱いの禁止事項

① 参考資料の修正、改変及び二次的著作物を作成すること。

② 参考資料を第三者にわかる形状で廃棄すること。

③ 電子データを本プロポーザル参加の目的以外で複製すること。

８ 質問票の提出及び回答

(１) 提出方法

質疑がある場合は、道路安全課宛てに質問票を添付した電子メールを送付すること。た

だし、質疑は本実施要領に付随して、提出書類を作成するうえで必要な事項に限る。

※ 送付先アドレス：e0200@city.wako.lg.jp

(２) 提出書類 質問票（様式１）

(３) 提出期限 令和４年１０月２４日（月） 正午まで

(４) 注意事項

※ 電子メール以外による質問は受け付けない。

※ 件名は、「和光市駅南口自転車駐車場管理運営業務委託にかかる公募型プロポーザル

質問票（団体名）」とすること。

※ 質問票を貼付した電子メールの送付に関しては、必ず開封確認を付すものとし、１０

月２５日正午までに開封確認が届かない場合には、道路安全課に到達の確認（電話可）を

すること。なお、１０月２４日正午以降に到着した質問については、回答を行わない。

※ 電子メールの通信事故については、市はいかなる責任も負わないものとする。

(５) 回答方法

提出された質問に対する回答は、公平性の観点から全ての団体に対して行うため、一

括して市ホームページで公開する。

(６) 回答の公開日

令和４年１０月２６日（水）

※ 質問内容によっては、一部回答が遅れる場合がある。

９ 参加申込

(１) 受付期間

令和４年１０月１３日（木）～令和４年１１月４日（金）午後５時まで

※ 受付期間を経過した後は、受付を行わない。また、期間経過後は提出した資料等の

差替えは認めない。

(２) 受付時間 平日午前８時３０分～午後５時（正午～午後１時を除く。）

(３) 受付場所 和光市広沢１番５号 和光市役所２階 道路安全課交通安全担当

(４) 提出方法 持参もしくは郵送。

※ 郵送の場合は必着とし、配達記録が残る方法で郵送すること。
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(５) 提出書類及び提出書類作成の注意事項

様式集表紙の「提出書類一覧」を参照のこと。

(６) 提出書類の形式

提出書類は、正本各１部、副本各１０部及び同様のデータの入った光学ディスク（Ｃ

Ｄ・ＤＶＤ）を１枚提出すること。書類のサイズは原則Ａ４用紙縦型とし、やむを得ず

Ａ３用紙を使用する場合は片面印刷の片袖折りでファイルにつづること。また、各書類

にページ数及びインデックスを付すこと。

正本には社印及び代表者印を押印し、ファイル表面及びファイル背表紙に「和光市駅

南口自転車駐車場管理運営業務委託プロポーザル応募書類（団体名）」と記入すること。

副本にはファイル表面及びファイル背表紙に「和光市駅南口自転車駐車場管理運営業

務委託プロポーザル応募書類」とのみ記入し、参加者を判別できるような名称やロゴマ

ーク等を使用しないこと。

※ 書類に穴を開ける場合は、記載内容が欠落したり、見づらくならないよう注意する

こと。

１０ 参加申込の注意事項

(１) １団体（グループについては１グループ）につき、提案は１案に限る。

(２) 提案書の作成、参加申込、プレゼンテーション等に要する費用は、参加団体の負担と

する。

(３) 参加申込にあたり提出した書類は理由の如何に関わらず返却しない。

(４) 本市が必要と認める場合は、追加して書類の提出を求めることがある。

(５) 提出書類の著作権は参加団体に帰属する。ただし、本市が審査結果の公表等で必要な

場合には、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。

(６) 本市は、提出書類（選定されていない応募者の提出書類を含む。）を和光市情報公開

条例（平成 12 年条例第 48 号）による公文書として取り扱い、同条例による開示請求が

あった場合は、個人のプライバシーや企業秘密などの不開示情報に該当する部分を除

き、開示する。

(７) 参加申込後の辞退は、書面（任意様式）で申し出ること。

(８) 参加にあたっては、関係法令を遵守すること。なお、提案内容は、受付の時点ですで

に制定や改正等の内容が判明しているものについては、令和５年４月１日時点の施行

法令の内容を踏まえたものとする。

１１ 見積書の作成について

(１) 仕様書に従い、見積書（様式８）及び見積内訳書（様式９）を作成し提出すること。

(２) 任意の様式で算定根拠及び内訳の詳細を明らかにし、添付すること。

(３) 事務及び費用負担に関しては「【参考資料】事務の負担区分」を参考にすること。た



6

だし、参考資料は仕様書の内容を整理したものであり、条件をもれなく記載したもので

はないことに留意し、積算にあたっては必ず仕様書の該当部分を参照すること。

(４) 見積額が委託料上限額を超えないようにすること。

(５) 疑義が生じた場合は、市から確認を求めることがある。

１２ 提案書の作成について

(１) 仕様書の内容及び提案書（様式７）に記載の指示に従いもれなく記入すること。

(２) 提案書の枠、文字サイズ、行間は必要に応じて変更し、使用すること。補助資料につ

いては任意の様式を使用できるが、Ａ４もしくはＡ３用紙を使用し、頁数の計算に含め

るものとする。

(３) 本文中に参加団体を判別できるような名称やロゴマーク等を使用しないこと。

(４) 提案書は２０頁以内で収めること。Ａ３用紙を使用する場合は、片面１頁をＡ４用紙

２枚分として計算すること。

１３ 選定及び契約の締結

本業務の履行に最も適した契約の受託候補者を決定するため、選定委員会を設置し、選定

委員会が決定した審査基準に従い選定を行う。一次審査は参加資格の確認を含む書類審査

とし、二次審査（提出された提案書類に基づくプレゼンテーション及びヒアリング）におい

ては、選定委員の採点による順位付けを行い、選定委員会での協議を経て受託候補者及び次

点受託候補者を選定するものとする。ただし参加団体が１者のみの場合は、選定委員会での

協議により受託候補者とするか決定する。

参加団体が５者以下の場合は一次審査を省略し、参加資格の確認後、プレゼンテーション

及びヒアリングの詳細にかかる通知をもって二次審査参加資格の通知とする。その場合、書

面審査を事前に行い、二次審査と合わせて評価するものとする。

選定後、受託候補者と契約に向けた協議を行う。仕様を調整し、令和５年度予算が市議会

で成立後、契約を締結する。契約手続きに係る詳細については、和光市契約規則に従い取扱

うものとする。

１４ 失格

団体が次の要件に該当するに至った場合は失格とし、その後の審査を行わない。

(１) 「４ 参加資格」の要件を満たさなくなった場合。

(２) 審査の透明性・公平性を害する行為があった場合。

(３) 参加団体及び参加団体の代理人並びにそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求

を行った場合。

(４) 参加申込の期限までに所定の書類が整わなかった場合。

(５) 複数の提案書類を提出した場合。
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(６) 提出された見積額が委託料上限額を超えている場合。

(７) 仕様書で提示された要件を満たしていない場合。

(８) 提出された書類に不備又は虚偽等の記載があった場合。

(９) その他不正な行為があった場合。

１５ 問合せ先

和光市 建設部 道路安全課

交通安全担当

〒351-0192 和光市広沢１番５号 和光市役所２階

電 話：０４８－４６４－１１１１（代）

ＦＡＸ：０４８－４６４－５５７７

電子メール：e0200@city.wako.lg.jp （道路安全課代表メールアドレス）


